
公益社団法人日本カーリング協会 

 

旅費規定 

 

 

（目的） 

第１条  この規定は、公益社団法人日本カーリング協会（以下「本協会」と言う）の

役員及び本協会専門委員会委員が理事会、専門委員会等（国内会議及び国内大

会等）に出席するために支給する旅費に関し基準を定めたものである。 

    

（旅行の命令・依頼） 

第２条  旅行の命令又は依頼は、本協会会長が文書または口頭により行うものとする。 

  ２ 旅行命令又は依頼は会長が行うものとするが役員の決裁は、専務理事、専門

委員の決裁は専門委員長が行う。 

 

（旅費の種類） 

第３条  この規定に基づく旅費とは、交通費（鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、車賃

等）パッケージ旅行費、宿泊費のことをいう。 

 

（旅費の計算） 

第４条  交通費は、最も経済的な通常の経路及び方法によって計算する。ただし、業

務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路

又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって

計算する。 

                   

（旅費の支給・精算） 

第５条  旅費の支給を受けようとする者は、所定の様式による書類を作成し、役員に

あっては専務理事、専門委員にあっては当該専門委員長の決裁を得なければな

らない。 

２  旅費の支給は前条の計算によるものを限度とし、請求のあった実費を支給す

る。 

３   旅費の支払いは原則精算払いとする。 

 

（鉄道賃） 

第６条  鉄道賃は、旅客運賃、急行料金及び特急料金の実費とする。 

２  急行料金及び特急料金は、一つの券の有効区間ごとに計算するものとする。 

３  急行列車を運行する線路による旅行で片道５０ｋｍ以上の場合は、急行料金

を支給することができる。 

４  特急列車を運行する線路による旅行で片道６５ｋｍ以上の場合は、特急料金

（新幹線を除く）を、片道１００ｋｍ以上の場合は、新幹線特急料金を支給す

ることができる。 

５ 特急、急行を利用した場合は、指定席料金を含めて支給することができる。 

 



 

（船賃） 

第７条  船賃は、実費を支給することができる。 

 

（航空賃） 

第８条  航空賃は、緊急性若しくは時間的制約と経済性を勘案して、実費を支給する

ことができる。 

 

（バス賃） 

第９条  バス賃は、実費を支給することができる。 

 

（車賃） 

第１０条 自家用車を利用することが適当と認められる場所への旅行は、５０Kmを越え

る場合その距離に応じて経費を支払うことができる。 

 

（パッケージ旅行費） 

第１１条 鉄道、船、航空、バス賃と宿泊費を含むパッケージ旅行が第４条（旅費

の計算）により計算された運賃より経済的な場合、その実費を支給すること

ができる。 

 

（宿泊費） 

第１２条 業務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により宿泊しなければなら

ない場合、旅行中の夜数に応じてその実費を支払うことができる。 

 

（旅費の調整） 

第１３条 本協会会長は、旅行目的の性質上又は旅行先の事情、その他特別の事情によ

り、この規程による旅費の支給が妥当でないと認めるときは、これを減額又は

増額することができる。 

２  この規定に定めるほか、この規定の実施に関し必要な事項は、本協会会長が

定める。 

 

（変更） 

第１４条 この規定は、理事会の決議により変更することができる。 

 
 
附 則 
１ この旅費規定は、平成 ２７年 ４月１０日から施行する。 


